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7 　　　　　　　　令和２年12月号

　

令
和
３
年
消
防
出
初
式
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
た
め
、
規
模

を
縮
小
し
て
開
催
し
ま
す
。
ご
観
覧
さ
れ

る
際
は
、
マ
ス
ク
着
用
な
ど
の
感
染
防
止

策
を
講
じ
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。
な
お
、
感
染
状
況
に
よ
り
中
止
す
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。

■
日
時
＝
令
和
３
年
１
月
10
日
（
日
）

　
　
　
　

午
前
10
時
～

■
会
場
＝
南
九
州
消
防
署

［
担
当
］
知 

防
災
安
全
課 

消
防
係

　

中
央
・
地
区
公
民
館
で
は
、
地
域
住
民

が
「
ま
な
ぶ
・
つ
く
る
・
た
の
し
む
」
を

理
念
に
、
新
し
い
知
識
や
技
術
を
学
習
す

る
公
民
館
講
座
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
講

座
で
学
ん
だ
受
講
生
の
作
品
や
、
公
民
館

の
活
動
状
況
を
ま
と
め
た
パ
ネ
ル
な
ど
を

催
　
し

令
和
３
年南

九
州
市
消
防
出
初
式

令
和
２
年
度
公
民
館
講
座

巡
回
作
品
展

持
ち
回
り
で
展
示
す
る
こ
と
で
、
よ
り
地

区
公
民
館
を
身
近
に
感
じ
て
も
ら
う
と
共

に
、
学
習
の
成
果
を
多
く
の
市
民
に
知
っ

て
い
た
だ
く
、よ
い
機
会
と
し
て
い
ま
す
。

　

ぜ
ひ
最
寄
り
の
会
場
で
作
品
や
活
動
内

容
を
ご
観
覧
く
だ
さ
い
。

■
展
示
会
場
・
期
間
＝ 

・
頴
娃
文
化
会
館

　
　

令
和
３
年
１
月
25
日
（
月
）
～

　
　
　
　
　
　

２
月
７
日
（
日
）
ま
で

・
知
覧
文
化
会
館

　
　

令
和
３
年
２
月
８
日
（
月
）
～

　
　
　
　
　
　

２
月
21
日
（
日
）
ま
で

・
川
辺
ひ
ま
わ
り
館

　
　

令
和
３
年
２
月
22
日
（
月
）
～

　
　
　
　
　
　

３
月
９
日
（
火
）
ま
で

※ 

ど
の
会
場
も
開
館
時
間
内
で
観
覧
で
き

ま
す
。

［
担
当
］
川 

中
央
公
民
館 

公
民
館
係

　

☎
０
９
９
３-

56-
０
４
７
４

■�

条
件
＝
義
務
教
育
を
修
了
し
た
者
で
、

農
業
で
自
立
し
よ
う
と
す
る
意
欲
が
あ

り
、
原
則
と
し
て
50
歳
未
満
の
健
康

な
者
。
ま
た
、
新
規
就
農
研
修
生
は

５
０
０
万
円
以
上
の
自
己
資
金
を
保
有

募
　
集

令
和
３
年
度
頴
娃
農
業
開
発

研
修
セ
ン
タ
ー

�

研
修
生　
募
集

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
市
長
が
認
め
た

場
合
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。

①
短
期
研
修

■
対
象
者
＝
市
内
農
業
後
継
者

■
研
修
品
目
＝
野
菜
・
花
き

■
研
修
期
間
＝
令
和
３
年
４
月
1
日

　

ま
た
は
令
和
３
年
10
月
１
日
～

　
（
１
年
間
）

②
品
目
研
修

■
対
象
者
＝
市
内
農
業
者

■
研
修
品
目
＝
秋
冬
野
菜
全
般

■
研
修
期
間
＝
８
月
１
日
～（
６
カ
月
間
）

　

※
随
時
受
け
入
れ

③
長
期
研
修

■
対
象
者
＝
新
規
就
農
希
望
者

■
研
修
品
目
＝
野
菜
・
花
き

■
研
修
期
間
＝
令
和
３
年
４
月
１
日

　

ま
た
は　

令
和
３
年
10
月
１
日
～

　
（
２
年
間
）

※ 

研
修
経
費
は
原
則
無
料
で
す
が
、
必
要

に
応
じ
て
一
部
負
担
が
有
り
ま
す
。

［
問
］
頴 

農
政
課  

総
合
研
修
係

　
（
頴
娃
農
業
開
発
研
修
セ
ン
タ
ー
内
）

　

☎
０
９
９
３-

38-

２
８
８
１

■
募
集
期
間
＝
12
月
14
日
（
月
）
～

　
　
　
　
　
　

１
月
12
日
（
火
）
ま
で

○ 

計
画
案
は
、
川
辺
庁
舎
教
育
総
務
課
お

よ
び
頴
娃
・
知
覧
支
所
市
民
生
活
係
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま

す
。

○ 

計
画
に
対
す
る
意
見
は
、
所
定
の
意
見

書
に
記
入
の
上
、
持
参
い
た
だ
く
か
、

郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル
で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

意
見
書
の
用
紙
は
、
川
辺
庁
舎
教
育
総

務
課
お
よ
び
頴
娃
・
知
覧
支
所
市
民
生

活
係
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
は
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

■�

計
画
案
＝
第
３
期
南
九
州
市
教
育
振
興

基
本
計
画

■�

計
画
内
容
＝
教
育
基
本
法
第
17
条
第
２

項
規
定
に
基
づ
き
、
南
九
州
市
に
お
け

る
教
育
の
振
興
の
た
め
の
施
策
に
関
す

る
基
本
的
な
計
画
を
定
め
て
い
ま
す
。

そ
の
実
現
に
向
け
た
新
た
な
計
画
（
令

和
３
～
７
年
度
）
を
策
定
す
る
も
の
で

す
。

■�

意
見
の
提
出
先
＝
南
九
州
市
教
育
委
員

会　

教
育
総
務
課
（
川
辺
庁
舎
）

［
担
当
］
川 

教
育
総
務
課 

総
務
係

ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ

さ
い
！

第
３
期
南
九
州
市
教
育
振
興
基
本

計
画
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
募
集
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　有用な人材を育成するために、修学の意志能力があるにもかかわらず経済的な理由によって修学が
困難な生徒・学生に対して、学資の貸し付けを行う市の奨学金貸付制度があります。
　制度の内容については、次のとおりです。

項　　目 内　　容

申　込　資　格
　高校・高等専門学校・短期大学・専修学校・大学（院を含
む）に在学し、品行方正、学術優秀で、学資の支払いが困難
と認められる者で、市内に住所を有する者の子

金額
（月額）

高等学校奨学生 10,000円

募
集
人
員

10人以内

返
還
期
間

６年以内

高等専門学校奨学生 13,000円   3人以内 ８年以内

短期大学・専修学校奨学生 20,000円 15人以内 ８年以内

大学・大学院奨学生 30,000円 15人以内
10年以内
※ 下欄に返還例を記

載しています

貸　与　期　間 当該学校の正規の在学期間中

返還について

返還は貸付満了１年後から開始します。
例：大学４年間（19歳から22歳）貸し付けを受けた場合
　　・貸付総額は1,440,000円（30,000円×12月×4年）
　　・10年間かけて返済する場合月々の返済額は12,000円
　　 ・返済開始は24歳になる年度の4月から
　　 ・返済終了は33歳になる年度の3月まで
※�無利子で貸し付けしますが、適正に返還されない場合は遅
延損害金が発生することがあります。

手　　続　　き

　奨学金の貸し付けを受けようとする方は奨学生願書、奨学
生推薦調書、在学証明書（入学前でまだ発行されない場合は、
後日提出可）、所得等証明書を添えて提出
※ 願書など必要な書式は、市教育委員会に備え付けてあります。

また、市ホームページからもダウンロードできます。

募　集　期　間 令和２年12月21日（月）～令和３年４月９日（金）

［問］川 �教育総務課�総務係

令和３年度　南九州市奨学金貸与希望者の募集

　

川
辺
地
域
の
松
崎
自
治
会
へ
通
じ
る
市

道
小
野
宮
線
に
架
か
る
石
飛
橋
は
、
補
修

工
事
の
た
め
、令
和
２
年
11
月
16
日
か
ら
、

令
和
３
年
３
月
19
日
ま
で
全
面
通
行
止
め

と
な
り
ま
す
。

　

ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

［
担
当
］
知 

建
設
課 

土
木
係

石
飛
橋
（
市
道
小
野
宮
線
）
の

全
面
通
行
止
め

松崎

小野

石飛橋

麓川

発電所

県
道
頴
娃
川
辺
線

至知覧

至川辺
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令
和
２
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で
に
次
の

事
業
資
金
（
借
入
期
間
３
年
以
上
）
の
融

資
を
受
け
た
者
に
対
し
、
利
子
補
給
補
助

金
を
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
借
り
換
え

に
相
当
す
る
借
入
額
は
対
象
外
で
あ
り
、

コ
ロ
ナ
関
係
で
実
質
無
利
子
と
な
っ
て
い

る
融
資
に
つ
い
て
も
対
象
外
で
す
。

・
鹿
児
島
県
中
小
企
業
制
度
資
金

・
日
本
政
策
金
融
公
庫
制
度
資
金

・
商
工
貯
蓄
共
済
融
資
制
度
資
金

〇
補
助
率
お
よ
び
交
付
限
度
額

　

・
補
助
率　

利
子
補
給　

借
入
金
額
の

　
　

1.5
％
以
内

　

・
補
助
限
度
額　

30
万
円

※ 

申
し
込
み
な
ど
は
令
和
３
年
１
月
末
日

ま
で
に
南
九
州
市
商
工
会
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

［
申
・
問
］
南
九
州
市
商
工
会

　

☎
０
９
９
３-

56-

０
２
４
７

［
担
当
］
知 

商
工
観
光
課 

商
工
水
産
係

南
九
州
市
商
工
振
興
資
金
利
子

補
給
補
助
金

害
の
あ
る
児
童
を
監
護
し
て
い
る
父
母
ま

た
は
養
育
者
に
対
し
て
手
当
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

■
支
給
内
容
＝

・
重
度
障
害
児
（
１
級
）
１
人
に
つ
き

　

月
額
５
万
２
５
０
０
円

・
中
度
障
害
児
（
２
級
）
１
人
に
つ
き

　

月
額
３
万
４
９
７
０
円

■
支
給
月
＝
４
月
・
８
月
・
11
月

※ 

手
当
を
受
給
す
る
に
は
申
請
が
必
要
で

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
障
害
の
状
況
に
よ
っ

て
、必
要
な
書
類
が
異
な
り
ま
す
の
で
、

詳
し
く
は
、
担
当
係
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

［
担
当
］
川 

福
祉
課 

障
害
福
祉
係

　
　
　

 
頴 
・ 

知 

支
所 

福
祉
係

　

重
度
の
障
害
を
お
持
ち
の
方
が
、
病
気

や
け
が
な
ど
で
医
療
機
関
に
支
払
っ
た
一

部
自
己
負
担
金
を
助
成
す
る
制
度
で
す
。

■
対
象
者
＝

① 

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
ま
た
は
療

育
手
帳
A1
・
A2
を
所
持
す
る
方
お
よ
び

知
能
指
数
35
以
下
の
方

② 

身
体
障
害
者
手
帳
３
級
か
つ
知
能
指
数

50
以
下
（
療
育
手
帳
B1
所
持
）
の
方

※ 

助
成
を
受
け
る
に
は
、
申
請
が
必
要
で

す
。
申
請
書
は
、
診
療
月
の
翌
月
か
ら

起
算
し
て
６
カ
月
以
内
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
詳
し
く
は
、
担
当
係
に
お
問

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

［
担
当
］
川 

福
祉
課 

障
害
福
祉
係

　
　
　

 

頴 

・ 

知 

支
所 

福
祉
係

　

南
九
州
市
に
お
け
る
水
田
政
策
に
つ
い

て
は
、
生
産
者
や
JA
な
ど
と
一
体
と
な
っ

て
、
需
要
に
応
じ
た
安
定
し
た
生
産
調
整

を
維
持
す
る
た
め
、
本
年
に
引
き
続
き
令

和
３
年
も
ブ
ロ
ッ
ク
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
方

式
を
継
続
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
の

で
、引
き
続
き
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

［
担
当
］
頴 

農
政
課 

農
政
係

　

浄
化
槽
法
定
検
査
は
、
鹿
児
島
県
が
指

定
し
た
（
公
財
）
鹿
児
島
県
環
境
保
全
協

会
の
検
査
員
が
行
う
検
査
で
す
。
こ
の
検

査
で
は
、
浄
化
槽
が
正
常
に
機
能
し
て
い

る
か
、
保
守
点
検
・
清
掃
が
適
切
に
行

わ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
ま
す
。

　

法
定
検
査
は
保
守
点
検
と
は
目
的
・
作

業
内
容
が
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
浄
化
槽

法
に
よ
り
受
検
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
必
ず
受
検
し
ま
し
ょ
う
。

［
問
］
鹿
児
島
県
知
事
指
定
検
査
機
関 

　
　
（
公
財
）
鹿
児
島
県
環
境
保
全
協
会

　
　

☎
０
９
９-
２
９
６-

９
０
０
０　

［
担
当
］
川 

市
民
生
活
課 

環
境
保
全
係

水
田
の
ブ
ロ
ッ
ク
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
に
つ
い
て

浄
化
槽
法
定
検
査
の
受
検

　

市
営
温
泉
施
設
で
は
、
全
国
的
に
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
拡
大
し
て
い

る
状
況
を
踏
ま
え
、
臨
時
的
に
営
業
時
間

の
短
縮
を
行
い
ま
す
の
で
、
皆
さ
ま
の
ご

理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
営
業
時
間
＝

　
　
　

午
前
10
時
か
ら
午
後
９
時
ま
で

■�

実
施
期
間
＝
令
和
２
年
12
月
1
日（
火
）

か
ら
当
面
の
間

［
担
当
］
川 

福
祉
課 

社
会
福
祉
係

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当

　

在
宅
療
養
中
で
、
常
時
特
別
の
介
護
を

必
要
と
す
る
障
害
者
（
児
）
に
対
し
て
手

当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

本
人
お
よ
び
配
偶
者
な
ど
の
前
年
所
得

に
対
す
る
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

■
支
給
内
容=

・
特
別
障
害
者
手
当
（
20
歳
以
上
）

　

月
額
２
万
７
３
５
０
円

・
障
害
児
福
祉
手
当
（
20
歳
未
満
）

　

月
額
１
万
４
８
８
０
円

■
支
給
月
＝
２
月
・
５
月
・
８
月
・
11
月

特
別
児
童
扶
養
手
当

　

20
歳
未
満
で
心
身
に
中
程
度
以
上
の
障

市
営
温
泉
施
設
の営

業
時
間
短
縮

特
別
障
害
者
手
当・障
害
児
福

祉
手
当・特
別
児
童
扶
養
手
当
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理
由
で
、
相
続
登
記
が
で
き
ず
、
結
果
、

売
却
手
続
き
が
で
き
な
く
な
る
な
ど
の
不

利
益
を
受
け
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

　

自
分
の
権
利
・
財
産
を
大
切
に
す
る
と

と
も
に
、
次
世
代
の
子
ど
も
た
ち
の
た
め

に
も
、
未
来
に
つ
な
が
る
相
続
登
記
を
早

め
に
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

法
務
局
で
は
、
戸
籍
謄
本
な
ど
と
相
続

関
係
を
一
覧
に
表
し
た
図
（
法
定
相
続
情

報
一
覧
図
）
を
提
出
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
、
登
記
官
が
審
査
し
た
上
で
、
そ
の
一

覧
図
に
認
証
文
を
付
し
た
写
し
を
交
付
す

る
「
法
定
相
続
情
報
証
明
制
度
」
が
あ
り

ま
す
。
相
続
登
記
の
ほ
か
、
預
貯
金
の
払

い
戻
し
、
相
続
税
の
申
告
、
年
金
な
ど
の

手
続
き
に
利
用
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
相
続
登
記
の
申
請
お
よ
び
法
定

相
続
情
報
証
明
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、

お
近
く
の
司
法
書
士
に
手
続
依
頼
を
す
る

か
、
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ

た
手
続
案
内
（
相
続
登
記
及
び
法
定
相
続

情
報
証
明
制
度
）
を
ご
覧
に
な
り
、
ご
自

身
で
申
請
書
の
作
成
な
ど
を
し
た
上
で
，

登
記
申
請
に
つ
い
て
は
不
動
産
の
所
在
地

を
管
轄
す
る
法
務
局
、
法
定
相
続
情
報
証

明
は
亡
く
な
っ
た
方
の
本
籍
地
な
ど
を
管

轄
す
る
法
務
局
に
提
出
す
る
方
法
と
な
り

ま
す
。

［
問
］
鹿
児
島
地
方
法
務
局
知
覧
支
局

　

☎
０
９
９
３-

８
３-

２
２
０
８

（
知
覧
支
局
に
お
け
る
手
続
案
内
は
火
曜

日
・
木
曜
日
の
予
約
制
で
実
施
）

　

鹿
児
島
県
で
は
、 

未
利
用
と
な
っ
て
い

る
左
記
の
県
有
地
に
つ
い
て
売
却
を
計
画

し
て
い
ま
す
。
随
意
契
約
に
よ
る
売
却
で

申
し
込
み
先
着
順
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
所
在
地
＝

　

 

南
九
州
市
頴
娃
町
郡
字
前
田
９
２
４
３

番
４

■
地
目
＝
宅
地

■
面
積
＝
５
７
４
．０
７ 

平
方
メ
ー
ト
ル

■
売
却
額
＝
４
４
９
万
４
千
円

■
受
付
期
限
＝
令
和
３
年
５
月
31
日

［
問
・
申
］
鹿
児
島
県
警
察
本
部
会
計
課

☎
０
９
９-

２
０
６-

０
１
１
０

　

内
２
２
３
６

　

不
動
産
の
登
記
名
義
人
が
死
亡
し
た
場

合
、
所
有
権
移
転
登
記
（
相
続
登
記
）
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
の
登
記
が
長
年
に

わ
た
り
行
わ
れ
て
い
な
い
不
動
産
が
全
国

的
に
数
多
く
存
在
し
、
所
有
者
不
明
土
地

や
空
き
家
の
増
加
、
ま
た
、
公
共
事
業
の

遅
れ
、
自
然
災
害
か
ら
の
復
旧
・
復
興
に

支
障
が
生
じ
る
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
問

題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
長
年
、
相
続
登
記
を
放
置
し
て

い
た
場
合
、不
動
産
を
処
分
（
売
却
な
ど
）

し
よ
う
と
し
て
も
、
相
続
の
権
利
を
有
す

る
者
が
所
在
不
明
で
あ
っ
た
り
、
関
係
者

が
多
数
と
な
り
協
議
が
整
わ
な
い
な
ど
の

鹿
児
島
県
有
財
産
売
却
物
件
の

売
却

未
来
に
つ
な
が
る
相
続
登
記

　マイナンバーカードの交付や申請をサポートするため、日曜開庁による臨時窓口を開設します。
平日に市役所へ行くことが難しい方は、ぜひこの機会にご利用ください。
■開設日時：１月 10日（日）8：30～ 12：00
　　　　　　２月 14日（日）8：30～ 12：00
■開設場所：頴娃・知覧・川辺庁舎の市民係および市民生活係
※カードの受け取りに来られる方は交付通知のハガキと必要書類をご持参ください。
※マイナンバーカードに関すること以外は受け付けられません。

［問］川  市民生活課市民係、頴・知  支所市民生活係

日曜開庁でマイナンバーカードの交付や申請をサポートします！

１　オンライン申請で（マイナンバーカードの受け取り時のみ窓口に来庁）
２　申請時来庁方式で（マイナンバーカードの申請時のみ窓口に来庁）　
　令和３年１月申請分から、申請時の来庁で本人確認と暗証番号を決めることで、後日、本人限定受取郵便
でマイナンバーカードが受け取れます。必ず、申請者本人が市窓口に来庁して申請手続きを行ってください。

（代理人申請はできません）
■必要書類
　・顔写真（窓口で顔写真撮影も無料で行っています） 
　・通知カード（マイナンバーが記載された紙のカード）
　・住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
　・ 本人確認書類（運転免許証、パスポート、身体障害者手帳などは１点。健康保険証、医療受給者証、年金手帳、

母子手帳、学生証などは２点必要）

マイナンバーカードの申請は来庁１回で済みます！
☆オススメ☆
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　市では、「小型家電リサイクル法」の認定事業者である「リネットジャパンリサイクル（株）」と協定を締結し、家庭
で不要になったパソコンの宅配便による無料回収を始めました。利用方法は以下のとおりです。
【回収手順】
　①リネットジャパンへ申込（http://www.renet.jp/）
　②パソコンなどをダンボールに詰める
　③宅配業者が希望日時に自宅から回収
●データはご自身で消去してください。　（無料消去ソフトの提供などのサービスもあります）
●モニター、プリンタなどの周辺機器、その他の小型家電も一緒に回収可能です。
●パソコンを含むダンボール１箱分の回収料金が無料。　（箱のサイズ：３辺の合計が 140cm以内、重さ 20㎏以内）
●インターネットが使用できない方は、下記のお問い合わせ専用窓口へご相談ください。
＜詳しくは＞
　リネットジャパンリサイクル（株）のホームページを確認、HP:http://www.renet.jp/（「リネットジャパン」検索）
もしくはお問い合わせ専用窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ専用窓口：☎ 0570-085-800（10時～ 17時）

住民税・国民健康保険税などの申告

　領収書の提出の代わりに “ 医療費控除の明細書 ” を作成のうえ、確定申告書に添付する
必要があります。また、医療費の領収書は、税務署から提示・提出を求められる場合があ
りますので、自宅で５年間保存する必要があります。

医療費控除は、領収書の提出による申告ができなくなりました！

［担当］�頴 �税務課�市民税係

　令和３年度の住民税・国民健康保険税などの申告受付を令和３年２月 12日から開始します。
今回は新型コロナウイルス感染症予防の観点から、３密対策などが可能な会場を選定し開催す
る予定としております。各対象地域の日程や会場などについては、令和３年１月に各世帯へお
知らせします。
　対象地域の会場で都合の悪い方は、他の会場でも申告できますので、都合のつく会場へお越
しください。詳しくは、１月に届くお知らせをご覧ください。
なお、マイナンバー制度開始に伴い、マイナンバーカードなどの身元確認書類が必要ですので、
印鑑（認印可）と忘れずに会場にお越しください。

　国税庁のホームページではパソコンやスマートフォンなどから画面の案内に従って金額
などを入力するだけで、申告書が作成できるサービスを開始しています。作成した申告書
を電子申告することで税務署に行くことなく申告手続きを完了でき添付書類の提出省略や
還付がスピーディーなどのメリットもあります。詳しくは国税庁ホームページをご確認く
ださい。

申告書の作成・送信は自宅やスマホから！

家庭で不要になったパソコンを無料回収します！

［担当］�川 �市民生活課�生活衛生係
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令和３年４月から、住宅取得等における補助金の制度が変わります！
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　南九州市では、定住化の促進や、自治会および市内の活性化を図
るため、市内において住宅の取得などを行う方に対して補助金の交
付を行っております。しかしながら、市内の住宅のおよそ４件に１
件が空き家となっている住宅事情や、進展する少子高齢化などに対
応するため、このたび下記のとおり制度の内容を変更いたします。
詳しくは、担当係までお問い合わせください。

●令和３年４月１日以降に所有権保存登記などを完了した住宅が対象となります。
●補助金の額は、下記⑴⑵に示す金額または住宅取得経費などの１割のいずれか低い額となります。

※１　中古：購入金額 200万円以上（土地代除く）の住宅が対象
※２　リフォーム：リフォーム経費 200万円以上のリフォーム工事が対象
※３　子育て世帯：申請日において、義務教育を終了するまでの子どもを有し、生計を一にする世帯

⑴移住定住促進対策補助金
現行

（南九州市在住者の場合） 改正後

申請期限 工事請負契約日等から
60日以内

所有権保存登記から
１年以内

補助金額
新築・建売 200,000 円 200,000 円

加算金

市内建築業者が
施工する場合 200,000 円 200,000 円

子育て世帯
（※３）の場合 ― 100,000 円

市の分譲団地を
購入した場合 ― 土地売買契約代金の１割

中古（※１） 200,000 円 500,000 円

加算金 子育て世帯
（※３）の場合 ― 100,000 円

リフォーム（※２） 200,000 円
⑵「住み替え住宅リフォーム補
助金」へ制度を移行加算金 市内建築業者が

施工する場合 200,000 円

⑵住み替え住宅リフォーム補助金（現在居住中の住宅は対象となりません）
現行

（移住定住促進対策補助金） 改正後

申請期限 工事請負契約日等から
60日以内

工事請負契約日等から
60日以内

補助金額
リフォーム（※２） 200,000 円 200,000 円

加算金

市内建築業者が
施工する場合 200,000 円 市内建築業者が施工することが

補助金の交付要件
子育て世帯
（※３）の場合 ― 100,000 円

［担当］�知 �ふるさと振興室�移住定住係
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意図せぬ手数料が！　クレジットカード
の初期設定がリボ払いだった

　旅行の際に、カード会社に
勧められてクレジットカードを
作った。申し込む際、利用限
度額の確認はあったが、支払
い方法の確認はなかった。初
めて届いた利用明細を見て、
手数料が取られており、リボ
払いになっていたことに気付
いた。

（当事者：学生女性）

●リボルビング払い（以下「リボ払い」という。）とは、あら
かじめ設定した一定額を毎月支払うクレジットカードの支払い方法です。買い物
を重ねても月々の支払いが一定額になる一方で、毎月手数料がかかる、支払残
高が分かりにくい、支払いが長期化するなど注意も必要です。
●クレジットカードを申し込む際は、リボ払い専用のカードである場合や希望してい
ないのに初期設定で支払い方法がリボ払いになっている場合もあるのでよく確認
しましょう。分からない点はカード会社に説明を求めましょう。
●利用明細を定期的に確認し、心当たりのない手数料が請求されているなど、不
明な点があるときは、すぐにカード会社に問い合わせることも大切です。
●困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください　
（消費者ホットライン188）。

【お問い合わせ】　南九州市消費生活センター（知 �商工観光課内）

「地域の声かけで育む　心豊かな青少年」
南九州市青少年健全育成キャッチフレーズ

「青少年育成の日」
毎月第3土曜日

☆�青少年の深夜外出を「しな
い・させない」環境づくり
に努めましょう。

南九州市青少年問題協議会
～青少年に関する諸問題を

協議する委員～

「家庭の日」
毎月第3日曜日

☆�早寝・早起き・朝ごはんな
ど基本的な生活習慣を親子
で心がけましょう。

子育ては一度きり
「ひまわりカレンダー」より

○�気持ちのよいあいさつと返
事をしよう！
○�地域の行事に参加しよう！
○�家の手伝いや読書をしよう！

「共通実践事項」

１月の悩み相談室
　家庭や職場、子育てや介護、DVやセクハラ、
ジェンダー、LGBTQのことなど悩みを抱えて
いる方、どんなことでもお気軽にご相談くださ
い。専門のカウンセラーが相談に応じ、秘密は
厳守されます。
■�相談日時＝１月16日（土）
　午後１時～５時（１人50分程度）
■場所＝ちらん夢郷館
■完全予約制＝毎月１回開催されます
　予約受付時間：午前９時～午後５時
　　　　　　　　（土日・祝日を除く）
☎0993-83-2511（相談室予約専用内線2222）

[担当]�知 �企画課�まちづくり推進係

令和２年南九州市体育協会表彰
　令和２年度の体育・スポーツ振興に顕著な功績があった方を南九州市体育協会が表彰しましたので、
紹介します。（敬称略）

　【体育協会功労者】
　　・南九州市バレーボール協会　飯伏　健也　　
　　・別府地区公民館　福元　みつよ
　【優秀スポーツ選手・団体】
　　・樟南高等学校２年　倉村　空　
　　・樟南高等学校１年　盛迫　美玲
　　・頴娃中学校　陸上部
　　・頴娃中学校　バレーボール部
　
表彰された皆さまの今後のさらなるご活躍に期待いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［担当］川  保健体育課 スポーツ推進係

▲�表彰を受けた飯伏健也さん(前列中央)
さんとバレーボール協会の皆さん


